
教職員・学生の皆さんへ 

 

日頃、新型コロナウィルス感染拡大防止にご協力いただき、感謝いたします。 

さて、新型コロナウィルス感染症につきましてはニュース等で周知のとおり、令和 5年 5

月 8日（月）より、第 2類からインフルエンザと同等の第 5類へ分類されます。これに先立

ち、政府は令和 5年 3月 13日（月）以降のマスク着用については、任意として着用を義務

化しない方針を打ち出しています。 

本学としても、県内感染者数が減少傾向になっていることや、政府の方針も緩和に向かっ

ていることを考慮し、これまでの各種制限を、以下の通り、段階的に緩和することとしました

のでお知らせいたします。 

しかし、皆様には、これまでどおり各自の責任にて感染防止に努めていただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

【段階的緩和の内容】 

コロナ禍 

（第 2 類：現在） 
3 月 13 日～3 月 31 日 4 月 1 日～5 月 7 日 

5 月 8 日以降 

（第 5 類） 

「危機レベルに応じた学生・教職員の

行動フロー」⇒「危機レベル３」 
危機レベル１ 危機レベル１ 危機レベル０ 

全学生・教職員の健康チ

ェックの実施 
継続 終了 終了 

入構口の制限：正門のみ 正門のみ 全て開放 全て開放 

駐輪場所：正門横のみ 正門横のみ 
自転車：駐輪場 

バイク：正門横 

自転車：駐輪場 

バイク：正門横 

マスク着用の義務 任意 任意 任意 

入構時の体温チェック 

（Ａ棟１Ｆに機器設置） 
継続 

任意 

（機器設置は継続） 

任意 

（機器設置は継続） 

食堂、事務室等のアクリ

ル板設置 

食  堂：撤去 

事務室等：任意 

食  堂：撤去 

事務室等：任意 
撤去 

教室入り口のアルコール

剤設置 
継続 継続 継続 

教室使用後の消毒・清掃 任意 任意 任意 

教室使用の定員設定 定員制限なし 定員制限なし 定員制限なし 

シャワー室の利用：中止 中止 開放 開放 

※その他、不明な点は確認してください。 

以 上 

 

 



 


